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「
今
此
三
界
皆
具
我
有
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
」
と
は
法
華
経
の

明
文
で
自
他
彼
此
の
差
別
な
き
一
体
観
が
打
ち
出
さ
れ
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と

あ
れ
ば
誰
も
が
持
っ
て
い
る
宗
教
心
を
ふ
る
い
起
せ
と
仏
陀
は
仰
せ
で
あ
る
。
日
蓮

聖
人
は
人
々
の
心
に
巣
喰
っ
て
い
る
我
執
を
去
っ
て
「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め

て
速
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
」
と
立
正
安
国
論
に
叫
ば
れ
て
平
和
な
世
界
つ
ま
り

仏
国
土
実
現
を
終
生
の
目
的
と
せ
ら
れ
た
。
こ
の
宗
教
心
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
精
霊

　
　
　
　
　
　
　
な
お

で
あ
り
、
神
道
の
牽
き
心
で
あ
り
仏
教
の
説
く
仏
性
で
あ
り
世
界
の
人
々
を
結
び
つ

け
る
平
和
実
現
の
根
本
要
諦
で
あ
り
、
本
年
一
三
五
〇
年
忌
の
聖
徳
太
子
の
「
以
・
和

為
レ
貴
」
の
心
で
あ
り
一
一
五
〇
年
忌
の
伝
教
大
師
の
「
一
隅
を
照
す
」
と
こ
ろ
の
国

宝
で
あ
り
生
誕
七
五
〇
年
の
日
蓮
聖
人
の
立
正
安
国
で
あ
る
。

（日蓮宗管長藤井日静視下）
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春
彼
岸
菩
提
の
種
を
ま

く
日
か
な
i

　
寒
い
寒
い
と
い
っ
て
い

た
の
に
、
こ
と
し
も
も
う

彼
岸
会
が
め
ぐ
っ
て
来

る
。
冬
眠
し
て
い
た
生
き

と
せ
生
け
る
も
の
も
、
陽

気
に
誘
わ
れ
て
地
中
か
ら

洞
の
中
か
ら
み
こ
し
を
あ
げ
る
。
私
ど
も
も
洞
の
中
の
ア
ニ
マ

ル
や
、
地
虫
と
い
さ
さ
か
も
か
わ
ら
ぬ
。
何
が
忙
し
い
の
か
、

忙
し
い
忙
し
い
と
雑
事
に
追
わ
れ
、
僧
俗
と
も
に
人
生
の
無
常

を
知
ろ
う
と
は
し
な
い
。

　
所
得
倍
増
の
産
業
優
先
の
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
イ
ズ
で
、
今
日

の
経
済
大
国
に
の
し
上
が
っ
た
。
四
半
世
紀
を
ふ
り
か
え
る
と

「
は
る
け
く
も
来
つ
る
か
な
」
の
感
懐
に
か
ら
れ
る
。
勢
い
現

実
一
辺
倒
で
、
無
常
観
と
か
出
世
間
の
こ
と
な
ど
は
、
考
え
る

よ
ゆ
う
が
な
か
っ
た
。
せ
ん
じ
つ
め
る
と
地
上
の
一
切
の
営
み

は
、
相
対
有
心
と
い
う
よ
り
も
、
一
得
一
失
で
、
一
つ
よ
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
、
必
ず
一
つ
悪
い
面
が
出
て
く
る
。
経
済
大
国

に
な
っ
た
ト
タ
ン
に
公
害
問
題
が
発
生
し
、
社
会
問
題
か
ら
人

道
組
題
に
ま
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
。

士口

田

留

次

β良

（
中
外
日
報
社
長
）

　
大
気
汚
染
の
水
質
汚
染
、
土
壌
汚
染
な
ど
が
急
に
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
、
公
害
学
者
に
い
わ
せ
る
と
地
球
全
体
が
汚
染

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
な
る
と
全
人
類
の
生
存
さ
え
お
び

や
か
さ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
は
連
日
プ
レ
ス
・
ヤ
ン
ペ
ン
を
行
な

い
、
こ
と
の
重
大
さ
を
警
告
し
て
い
る
。

　
仏
教
に
「
天
人
五
衰
」
の
教
え
が
あ
る
。
経
済
成
長
の
甘
酒

に
酔
い
し
れ
て
い
た
天
人
ど
も
が
、
漸
く
こ
と
の
深
刻
さ
に
あ

わ
て
ふ
た
め
い
て
い
る
。
五
衰
の
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と

は
、
失
な
わ
れ
た
「
人
間
の
再
発
足
」
と
し
て
大
い
に
歓
迎
し

た
い
。
こ
と
ば
を
か
え
る
と
現
代
文
明
は
、
死
の
概
念
を
も
つ

て
い
な
い
。
死
の
概
念
の
な
い
交
朋
か
ら
は
、
生
き
生
き
と
し

た
生
の
概
念
を
も
つ
、
文
化
の
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
。
さ
い

わ
い
成
長
の
一
途
を
辿
る
ば
か
り
の
生
産
力
が
、
公
害
問
題
で

デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
の
り
あ
げ
た
。
ま
こ
と
に
天
の
配
剤
で
あ

る
。　

産
業
優
先
の
所
得
倍
増
に
む
な
し
さ
を
感
じ
、
人
間
の
幸
福

と
は
い
っ
た
い
急
な
の
か
。
生
き
甲
斐
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
と
の
関
心
が
、
青
壮
年
層
の
間
に
起
こ
っ
て
き
た
の
は
喜
ば

し
い
。
マ
ス
コ
ミ
も
価
値
観
の
多
様
化
に
よ
る
、
現
代
人
の
意

識
調
査
に
異
常
な
関
心
を
示
し
、
こ
と
し
の
元
旦
号
か
ら
、
さ

か
ん
に
「
幸
福
論
」
を
と
り
あ
げ
出
し
た
。
そ
の
内
容
を
、
こ

と
こ
ま
か
に
分
析
し
て
い
る
。

　
毎
日
新
聞
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
幸
福
に
な
る
に
は
、
ま
ず

健
康
が
第
一
で
九
五
％
、
明
る
い
家
庭
が
八
四
％
、
助
け
合
う

心
が
六
〇
％
、
平
和
な
世
界
が
五
五
％
、
ゆ
た
か
な
く
ら
し
が

五
一
％
で
、
こ
れ
が
ベ
ス
ト
五
に
入
っ
て
い
る
。
助
け
合
う
心

が
三
位
に
入
っ
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。
ど
れ
一
つ
と
り
あ
げ

て
も
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
か
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
と

い
っ
て
も
真
の
幸
福
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。

　
私
ど
も
は
外
に
幸
福
を
求
め
る
前
に
、
求
め
て
い
る
自
分
は

何
も
の
で
あ
る
か
に
見
を
向
け
よ
う
。
自
身
の
正
体
が
、
ハ
ッ

キ
リ
し
な
い
で
、
外
に
幸
福
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
ナ
ン
セ
ン
ス

だ
。
か
り
に
八
十
年
生
き
た
と
し
て
も
、
生
き
た
こ
と
に
は
な

ら
ぬ
。
私
の
心
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
「
転
ん
で
も
タ
ダ
で
は

起
き
ぬ
、
自
分
を
」
発
見
す
る
。
大
無
量
寿
経
の
五
悪
段
に

「
曽
無
一
善
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
無
条
件
に
あ
た
ま
が
さ
が

ら
な
い
と
、
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
菩
提
心
も
起
こ
っ
て

こ
な
い
。

　
横
川
法
語
に
「
妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
地
体
な
り
。
妄
念

の
ほ
か
に
別
に
心
は
な
き
な
り
」
と
キ
メ
つ
け
て
歯
切
れ
が
よ

い
。
し
か
も
「
妄
念
の
う
ち
よ
り
申
し
出
で
た
る
念
仏
は
、
に

む
り
に
し
ま
ぬ
は
ち
す
の
益
と
く
に
て
、
決
定
往
生
疑
い
あ
る

べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
だ
が
現
代
人
の
多
く

は
、
こ
の
聖
語
を
ど
う
受
取
る
だ
ろ
う
か
。
う
ぬ
ぼ
れ
と
カ
サ

気
の
な
い
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
み
ん
な
自
分
を
賢
い
と
思

い
込
ん
で
い
る
か
ら
、
ひ
と
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
あ
ば
い
て
手

を
タ
重
く
。

　
い
う
と
こ
ろ
の
「
告
発
時
代
」
で
、
横
川
法
語
に
は
本
能
的

に
反
発
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ
深
く
味
あ

う
と
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
か
ざ
る
を
得
ま
い
。
新
聞
や
テ
レ

ビ
や
週
刊
誌
を
見
て
い
る
と
、
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
の
面
ば
か
り
を

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
、
心
あ
た
た
ま
る
ニ
ュ
ー
ス
は
一
向
の

せ
な
い
。
マ
ス
コ
ミ
は
世
相
を
善
導
し
て
い
る
の
か
、
悪
化
さ

せ
て
い
る
の
か
。
青
少
年
に
お
よ
ぼ
す
影
響
は
、
は
か
り
知
れ

「2
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な
い
も
の
が
あ
る
。
と
も
に
凡
夫
の
寛
容
の
精
神
が
ほ
し
い
。

　
現
代
人
の
ほ
と
ん
ど
は
無
常
観
が
な
い
。
死
ぬ
の
は
他
人
ば

か
り
で
、
自
分
だ
け
は
永
久
に
生
き
れ
る
と
、
無
意
識
に
思
い

込
ん
で
い
る
。
昭
和
元
禄
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
「
無
常

こ
そ
常
住
だ
」
と
い
っ
て
も
ビ
ー
ン
と
こ
な
い
。
あ
ま
り
に
も

世
の
中
が
騒
々
し
く
、
静
か
に
内
に
か
え
り
み
る
機
会
が
少
く

な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
諸
行
は
無
常
で
森
羅
万
象
の
一
切
は
刻
々

に
変
化
す
る
。
会
う
は
別
れ
の
は
じ
め
で
、
同
じ
日
時
と
同
じ

場
所
で
会
う
の
は
、
一
生
に
一
度
し
か
な
い
。

　
一
期
一
会
が
心
か
ら
う
な
ず
け
た
ら
「
友
、
遠
方
よ
り
来

る
。
ま
た
楽
し
か
ら
ず
や
」
で
一
入
の
感
慨
も
わ
く
。
無
常
た

の
み
が
た
し
露
命
い
ず
れ
の
道
の
草
に
か
お
ち
ん
。
一
日
生
き

た
こ
と
は
一
日
死
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
死
は
入
学
試
験
に
失
敗

し
た
と
か
、
商
売
が
左
前
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
相
対
的

な
も
の
で
は
な
い
。
死
は
私
の
全
存
在
を
一
瞬
に
し
て
否
定
し

去
る
。
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
。

　
「
八
万
の
法
蔵
を
知
る
と
も
、
後
世
を
知
ら
ぎ
る
も
の
を
愚

者
と
な
す
」
と
、
古
聖
も
い
ま
し
め
て
い
る
。
人
生
の
真
の
幸

福
と
は
仏
法
を
聞
い
て
、
限
り
な
い
い
の
ち
を
た
ま
わ
り
、
如

来
の
大
悲
に
抱
か
れ
て
、
安
ら
か
に
日
々
を
送
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
以
上
の
し
あ
わ
せ
は
な
く
、
身
の
さ
ち
は
何
に
比
べ

よ
う
も
な
い
。
世
論
調
査
の
ベ
ス
ト
五
の
ど
れ
を
と
り
あ
げ
て

も
、
そ
の
幸
福
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
限
定
さ
れ
た
幸
福
を
、
人
生
の
究
極
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る

こ
と
は
で
き
ぬ
。

　
春
彼
岸
菩
提
の
種
を
ま
く
日
か
な
ー
タ
ネ
を
ま
い
て
、
こ
の

岸
か
ら
彼
の
岸
に
渡
る
の
が
到
彼
岸
で
あ
る
。
後
世
を
知
る
と

は
到
彼
岸
を
意
味
す
る
。
橋
の
な
い
川
を
、
ど
う
し
て
さ
と
り

の
向
こ
う
岸
に
渡
る
の
か
。
「
死
す
べ
き
い
の
ち
、
き
ょ
う
一

日
あ
る
は
あ
り
が
た
し
」
と
、
感
謝
に
あ
ふ
れ
て
お
の
が
た
つ

き
に
い
そ
し
も
う
。
具
体
的
に
は
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進

・
禅
定
・
智
恵
の
六
度
の
行
を
、
日
常
生
活
を
通
じ
て
修
行
す

る
。
人
間
は
、
い
や
私
は
欲
と
二
人
つ
れ
に
な
る
と
、
朝
か
ら

晩
ま
で
張
り
切
っ
て
働
け
る
。

　
こ
の
私
欲
を
刻
々
に
大
欲
へ
転
換
す
る
と
こ
ろ
に
仏
道
の
手

習
い
が
あ
る
。
つ
づ
い
て
こ
そ
道
で
、
つ
づ
か
な
か
っ
た
ら
道

と
は
い
え
ぬ
。
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
の
願
心
を
、
ラ
イ
フ
ワ

ー
ク
と
し
て
持
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
持
続
す
る
と
私
の
発
心

が
、
い
つ
の
間
に
か
み
仏
の
菩
提
心
と
ひ
と
つ
に
な
る
。
橋
の

な
い
川
を
渡
る
に
は
，
絶
対
他
藩
の
仏
力
に
催
さ
れ
る
ほ
か
は

な
い
。

　
①
　
人
生
二
十
八
年
の
旅
路
を
、
こ
こ
に
終
わ
り
ま
す
。

　
　
皆
さ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
夫
よ
、
子
供
よ
、
さ
よ

　
　
う
な
ら
。

　
②
母
さ
ん
ほ
ん
と
に
あ
り
が
と
う
。
わ
た
し
の
心
の
お
ろ

　
　
か
さ
に
、
わ
が
ま
ま
ば
か
り
い
い
張
っ
て
、
あ
な
た
を
泣

　
　
か
せ
て
き
ま
し
た
ね
。

　
③
　
わ
た
し
の
宿
業
抱
き
し
め
て
み
親
も
と
も
に
泣
き
ま
す

　
　
と
、
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
そ
の
日
か
ら
、
心
の
や
み
は
晴

　
　
れ
ま
し
た
。

　
④
　
一
日
む
と
に
腫
れ
て
ゆ
き
、
い
た
み
も
つ
の
る
こ
の
腹

　
　
を
、
な
で
て
は
泣
い
た
こ
の
口
に
、
今
で
は
念
仏
た
え
ま

　
　
せ
ぬ
。

　
⑤
　
わ
た
し
が
、
逝
っ
た
そ
の
あ
と
で
、
あ
け
く
れ
三
人
の

　
　
幼
な
児
が
、
母
を
た
ず
ね
て
泣
く
で
し
ょ
う
。
思
え
ば
心

　
　
が
残
り
ま
す
。

　
⑥
幼
き
三
人
の
子
供
ら
よ
。
母
さ
ん
恋
し
と
思
う
な
ら
、

　
　
み
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
て

　
　
ね
。

　
夫
と
三
人
の
愛
児
を
抱
え
死
の
床
に
あ
っ
て
、
病
苦
に
さ
い

な
ま
れ
な
が
ら
、
一
日
一
日
喜
び
の
浄
土
へ
の
旅
を
し
て
い

る
。
そ
の
喜
び
は
悲
し
み
の
中
の
歓
び
で
、
住
職
も
よ
く
こ
こ

ま
で
教
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
岡
県
糸
島
郡
出
身
の
森
と
し

子
さ
ん
の
遺
作
で
あ
る
。
み
仏
の
大
願
訳
無
に
乗
托
し
、
も
う

生
前
か
ら
心
は
浄
土
に
住
み
遊
ん
で
い
る
。

　
公
害
問
題
を
契
機
に
世
相
は
ま
す
ま
す
険
悪
と
な
り
、
摘
発

に
つ
ぐ
摘
発
で
物
擾
騒
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
お
た
が
い
に
ま

な
じ
り
を
決
し
敵
視
し
て
い
る
。
人
道
主
義
の
立
場
か
ら
政
府

を
攻
撃
し
、
企
業
優
先
の
迷
妄
を
告
発
す
る
の
は
よ
い
。

と
い
っ
て
も
脚
下
を
照
顧
す
る
と
、
告
発
す
る
自
分
自
身
も
、

公
害
の
被
害
者
で
は
な
く
加
害
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
の
深

い
さ
ん
げ
と
自
覚
が
ほ
し
い
。
こ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自
覚
が

な
い
と
、
公
害
問
題
は
い
つ
ま
で
た
っ
で
も
六
道
を
輪
回
す

る
。　
春
彼
岸
を
迎
え
る
に
あ
た
り
僧
俗
之
も
に
「
あ
な
た
の
中
に

わ
た
し
を
見
、
わ
た
し
の
中
に
あ
な
た
を
見
る
。
あ
な
た
と
わ

た
し
は
、
も
と
も
と
一
つ
だ
っ
た
」
の
倶
会
一
処
の
浄
土
を
建

立
し
よ
う
。

～o（り。♂へ」ク。～o触go～o～o～o～o♂ヤ）o♂MO《」ク。♂｝o（4／o

、
叡
耀
演
摺
捌
襲
職
…
3

具
体
案
を
作
成
中

　
首
石
文
化
局
で
は
全
一
仏
教
運
動
の
推
進
と
共
に
、
各
宗
派
の
教

化
充
実
を
は
か
る
資
料
の
作
成
を
す
す
め
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
各

宗
派
教
化
担
当
者
の
合
同
会
議
を
開
催
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
合
同
会
議
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
各
宗
派
が
教
学
に
も
と

ず
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
あ
る
教
化
活
動
を
展
開
し
て
い
る
が
、

更
に
宗
派
間
の
連
絡
を
緊
密
に
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
の
充
実
を

え
る
と
共
に
社
会
へ
の
影
響
力
の
拡
大
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
墓
菖
宗
本
願
寺
派
の
護
持
会
運
動
、
真
宗
大
谷
派
の
同

朋
会
運
動
、
浄
土
宗
知
恩
院
の
お
て
つ
ぎ
運
動
、
天
台
宗
の
一
隅
を

照
ら
す
運
動
、
真
言
宗
智
山
派
の
つ
く
し
あ
い
運
動
な
ど
注
目
を
あ

び
て
い
る
教
化
活
動
の
実
態
を
合
担
当
者
よ
り
報
告
を
ね
が
い
、
そ

れ
を
中
心
に
研
究
討
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
宗
派
の
教
化
前
進

を
す
す
め
る
こ
と
は
全
一
仏
教
運
動
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
つ

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
開
催
日
時
と
具
体
的
内
容
は
局
内
で
立
案

中
で
あ
る
。

o耐ノ。（」ノ。～o外り〇一噸ノ。齢｝’o～
O

～～o（り。～o耐ノ。～o郎μo
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「
靖
国
神
社
法
案
」
再
び
国
会
へ

仏
教
徒
の
一
致
し
た
態
度
せ
ま
ら
る

　
さ
き
の
国
会
で
廃
案
と
な
っ
た
「
靖
国
神
社

法
案
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
国
民
的
問
題

と
し
て
宗
教
界
の
み
な
ら
ず
、
各
方
面
に
於
て

そ
の
成
立
是
非
に
対
す
る
主
張
、
行
動
が
活
発

に
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
仏
教
界
に
あ
っ
て

も
、
四
十
三
年
に
加
盟
団
体
の
意
志
に
よ
っ
て

発
表
さ
れ
た
全
日
本
仏
教
会
の
同
法
案
反
対
の

声
明
に
対
し
、
昨
秋
の
第
十
八
回
全
心
新
潟
大

会
に
於
て
再
び
、
こ
の
問
題
の
在
り
方
に
つ
い

て
の
真
剣
な
討
議
が
お
こ
な
わ
れ
、
政
府
、
自

民
党
は
今
通
常
国
会
に
再
び
「
靖
国
神
社
法

要
」
を
上
程
し
た
。

　
全
仏
当
局
で
は
、
既
に
反
対
声
明
に
よ
り
、

同
法
案
に
対
す
る
態
度
は
表
明
し
て
き
た
が
、

そ
の
後
の
国
民
感
情
等
を
考
慮
し
、
更
に
こ
の

法
案
に
対
す
る
要
望
書
を
二
月
十
日
付
で
自
民

党
総
裁
佐
藤
栄
作
氏
へ
提
出
し
た
が
、
な
を
仏

教
界
と
し
て
の
態
度
決
定
の
た
め
に
、
去
る
二

月
二
十
三
日
に
東
京
方
面
の
理
事
会
を
開
催

し
、
慎
重
な
討
議
を
行
っ
た
。
つ
い
で
三
月
十

五
日
に
は
常
務
理
事
会
を
開
催
し
て
、
こ
の
問

題
を
中
心
に
現
状
に
対
す
る
全
仏
の
態
度
決
定

を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
法
案
は
国
民
的
問
題
で
あ
る
と
共
に
仏

教
界
に
と
っ
て
も
霜
来
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
幾

多
の
重
要
問
題
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
四
十
三
年
に
発
表
し
た
全
仏
反
対
声
明

と
上
程
さ
れ
た
「
靖
国
神
社
法
案
」
の
全
文
を

掲
載
し
て
全
会
員
の
研
究
の
資
料
と
し
た
い
。

　
　
声
　
　
明

　
か
ね
て
、
自
由
民
主
党
よ
り
宗
教
法
人
靖
国

神
社
に
関
し
て
、
国
家
護
持
を
目
的
と
す
る

「
靖
国
神
社
法
案
」
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら

れ
た
の
で
、
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
は
慎
重

に
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
国
民
感
情
と
し
て
戦

没
者
及
び
国
事
に
殉
じ
た
者
に
対
し
て
国
家
が

之
を
慰
め
、
そ
の
施
設
を
護
持
す
る
意
図
は
充

分
に
諒
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
法
案
は
靖
国
神
社

の
創
建
の
精
神
を
失
わ
せ
、
且
、
憲
法
第
二
十

条
及
び
第
八
十
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
信
教

の
自
由
と
政
教
分
離
の
精
神
に
大
き
く
も
と
る

も
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
法
が
保
証
す
る
宗
教

法
人
の
権
益
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
と
し
て

反
対
の
意
を
表
明
す
る
。

　
戦
講
者
及
び
国
事
に
殉
じ
た
者
に
対
す
る
国

民
の
感
謝
と
尊
敬
の
念
を
表
す
る
霊
場
と
し
て

の
宗
教
法
人
靖
国
神
社
を
．
非
宗
教
の
場
に
置

き
か
え
る
こ
と
は
、
公
の
財
産
使
途
を
急
い

で
、
宗
教
軽
視
の
風
漸
を
国
家
が
奨
励
す
る
事

と
な
り
、
国
民
を
無
宗
教
の
場
に
追
い
込
む
結

果
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
こ
の
法
案
の
附
則
第
八
条
に
よ
る

と
宗
教
法
人
靖
国
神
社
の
宗
教
法
人
格
と
、
一

方
的
な
政
治
権
力
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
に

な
り
、
こ
の
こ
と
は
全
宗
教
法
人
の
権
利
に
も

重
大
な
侵
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
は
日
本
国
憲
法
な

ら
び
に
宗
教
法
人
法
を
専
重
す
る
故
に
こ
の
法

案
に
強
く
反
対
の
意
を
表
明
す
る
。

　
昭
和
四
十
三
年
四
月
六
日

　
　
　
　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

要
　
望
　
書

　
宗
教
界
を
始
め
と
し
て
ひ
ろ
く
国
民
の
各
層

が
繰
り
返
し
反
対
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

貴
党
は
靖
国
神
社
法
案
を
今
国
会
に
提
出
し
ま

し
た
。

　
こ
の
法
案
は
日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い

る
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
に
違
反
し
、
宗
教

に
対
す
る
政
治
の
干
渉
を
招
く
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
靖
国
神
社
法
案
を
立
法
化
し
な

い
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
昭
和
四
十
⊥
丁
年
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
新
日
本
宗
教
団
体
連
合
会

　
　
　
　
　
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会

　
　
　
　
　
　
日
本
宗
教
者
平
和
協
議
会

　
　
　
　
　
　
靖
国
神
社
問
題
連
絡
会
議

自
由
民
主
党
総
裁

　
　
佐
藤
栄
作
殿

靖
国
神
社
法
案

　
　
　
　
第
一
章
総
則

　
（
目
的
）

第
一
条
　
靖
国
神
社
は
、
戦
没
者
及
び
国
事
に

　
殉
じ
た
人
々
の
英
霊
に
対
す
る
国
民
の
尊
崇

　
の
念
を
表
す
た
め
、
そ
の
道
徳
を
し
の
び
、

　
こ
れ
を
慰
め
、
そ
の
事
績
を
た
た
え
る
儀
式

　
行
事
等
を
行
な
い
、
も
っ
て
そ
の
偉
業
を
永

　
遠
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
解
釈
規
定
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
靖
国
神
社
」

　
と
い
う
名
称
を
用
い
た
の
は
、
靖
国
神
社
の

　
創
建
の
由
来
に
か
ん
が
み
そ
の
名
称
を
踏
襲

　
し
た
の
で
あ
っ
て
、
靖
国
神
社
を
宗
教
団
体

　
と
す
る
趣
旨
の
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

　
い
。

　
　
（
戦
没
者
等
の
決
定
）

第
三
条
　
第
一
条
の
戦
没
者
及
び
国
事
に
殉
じ

　
た
人
々
（
以
下
「
戦
没
者
等
」
と
い
う
。
）

　
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
靖
国
神

　
社
の
平
出
に
基
づ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が

　
決
定
す
る
。

　
　
（
法
人
格
）

第
四
条
　
靖
国
神
社
は
法
人
と
す
る
。

　
　
（
非
宗
教
性
）

第
五
条
　
靖
国
神
社
は
、
特
定
の
教
義
を
も

　
ち
、
信
者
の
教
化
育
成
を
す
る
等
宗
教
的
活

　
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
（
事
務
所
）

幽
第
六
条
　
靖
国
神
社
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東

　
京
都
に
置
く
。

　
　
（
登
記
）

第
七
条
　
靖
国
神
社
は
、
政
令
に
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
、
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
事
項
は
、
登
記
の
後
で
な
け
れ
ば
、

　
こ
れ
を
以
て
第
三
老
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

　
き
な
い
。

　
（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
八
条
　
靖
国
神
社
で
な
い
者
は
、
靖
国
神
社

一4「
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と
い
う
名
称
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
名
称
を

　
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
民
法
の
準
用
）

第
九
条
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

　
九
号
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能

　
力
）
及
び
第
五
十
条
（
法
人
の
住
所
）
の
規

　
定
は
、
靖
国
神
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　
第
二
章
役
員
及
び
職
員

第
十
条
　
靖
国
神
社
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事

　
長
一
人
、
理
事
五
人
以
内
及
び
監
事
二
人
以

　
内
を
置
く
。

　
（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
一
条
　
理
事
長
は
、
靖
国
神
社
を
代
表

　
し
、
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
Q

2
　
理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
理
事
長
を
補
佐
し
て
靖
国
神
社
の
業
務

　
を
掌
理
し
、
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は

　
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
理
事
長
が
欠
員
の
と

　
き
は
そ
の
職
務
を
行
な
う
。

3
　
監
事
は
、
靖
国
神
社
の
業
務
を
監
査
す
る

4
　
監
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要

　
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
又
は
内

　
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
（
役
員
の
任
命
及
び
任
期
）

第
十
二
条
　
理
事
長
及
び
監
事
は
、
内
閣
総
理

　
大
臣
が
任
命
す
る
。

2
　
理
事
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け

　
て
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

3
　
役
員
の
任
期
は
三
年
と
す
る
、
た
だ
し
補

　
欠
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

　
と
す
る
。

4
　
役
員
は
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
役
員
の
欠
格
条
項
）

第
十
三
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
老

は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
、
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
非

　
　
常
勤
の
者
は
除
く
）

　
二
、
禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

，
三
、
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

　
　
行
を
終
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

　
　
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
。

　
（
役
員
の
解
任
）

第
十
四
条
　
内
閣
総
理
大
臣
又
は
理
事
長
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
前
条
各
号

　
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の

　
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
内
閣
総
理
大
臣
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
次
の
各
号
の
一
に

　
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
他
役
員
が
役
員
た
る

　
に
適
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
役
員

　
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
執
行
に

　
　
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
二
、
職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

3
　
理
事
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
を

　
解
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大

　
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
役
員
の
兼
職
禁
止
）

第
十
五
条
　
役
員
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団

　
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利
事
業
に

　
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
内
閣
総

　
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限

　
り
で
は
な
い
。

　
　
（
代
表
権
の
制
限
）

第
十
六
条
　
靖
国
神
社
と
理
事
長
と
の
利
益
が

　
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
は
代

　
表
権
を
有
し
な
い
、
こ
の
場
合
に
は
、
監
事

　
が
靖
国
神
社
を
代
表
す
る
。

　
（
職
員
の
任
命
）

第
十
七
条
　
靖
国
神
社
の
職
員
は
、
理
事
長
が

　
任
命
す
る
。

　
（
役
員
及
び
職
員
の
除
位
）

第
十
八
条
　
靖
国
神
社
の
役
員
及
び
職
員
は
、

　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
四
十
五
号
）
そ
の

　
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ

　
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

　
　
　
第
三
章
　
評
議
員
会

第
十
九
条
　
靖
国
神
社
に
評
議
員
会
を
置
く
。

2
　
評
議
員
会
は
、
十
人
以
内
の
評
議
員
で
組

　
織
す
る
。

3
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長

　
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
議
員
会
の
意
見
を
き

　
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
戦
没
者
等
の
決

　
　
定
に
つ
い
て
の
申
出

　
二
、
業
務
方
法
書

　
三
、
収
支
予
算
及
び
業
務
計
画

　
四
、
第
二
十
二
条
里
二
項
の
規
定
に
よ
り
認

　
　
可
を
受
け
る
べ
き
業
務

　
五
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
運

　
　
営
及
び
執
行
に
関
す
る
規
程
の
制
定
及
び

　
　
変
更

　
六
、
第
三
十
条
に
規
定
す
る
借
入
金

　
七
、
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要

　
　
な
財
産
の
処
分
等

　
八
、
そ
の
他
規
程
で
定
め
た
事
項

4
　
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
評
議
員

　
会
は
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
又
は
必
要

　
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
理
事
長
に
意
見

　
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
評
議
員
）

第
二
十
条
　
評
議
員
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
及

　
び
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内

　
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

2
　
評
議
員
の
任
期
は
三
年
と
す
る
、
た
だ
し

　
補
欠
の
評
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

　
期
間
と
す
る
。

3
　
評
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

4
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
評
議
員
が
第
十
四
条

　
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の

　
他
評
議
員
が
評
議
員
た
る
に
適
し
な
い
と
認

　
め
る
と
き
は
、
そ
の
評
議
員
を
解
任
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
（
評
議
員
会
の
会
議
）

第
二
十
一
条
　
評
議
員
会
は
、
理
事
長
が
招
集

　
す
る
。

2
　
評
議
員
会
に
、
評
議
員
の
互
選
に
よ
る
会

　
長
を
置
く
。

3
　
評
議
員
会
は
、
評
議
員
の
過
半
数
の
出
席

　
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
議
事
を
開
き
、
議
決
す

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4
　
評
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
評
議
員
の
過

　
半
数
で
決
し
、
司
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長

　
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

5
　
こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
評
議

　
員
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関

　
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
評
議
員
会
に
は

　
か
っ
て
定
め
る
。

　
　
　
第
四
章
　
業
務

　
　
（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
二
条
　
靖
国
神
社
は
、
第
一
条
の
目
的

一一 T一
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を
達
成
す
る
た
め
、
創
建
以
来
の
伝
統
を
か

　
え
り
み
つ
、
次
の
業
務
を
行
な
う
。

　
一
　
戦
筆
者
の
名
薄
等
を
奉
安
す
る
こ
と
。

　
二
　
春
里
者
等
に
つ
い
て
そ
の
遺
徳
を
し
の

　
　
び
、
こ
れ
を
慰
め
る
た
め
の
儀
式
行
事
を

　
　
行
な
う
こ
と
・

　
三
　
戦
尋
者
等
に
つ
い
て
そ
の
事
績
を
た
た

　
　
え
、
こ
れ
に
感
謝
す
る
た
め
の
儀
式
行
事

　
　
を
行
な
う
こ
と
。

　
四
　
そ
の
属
す
る
施
設
を
維
持
管
理
す
る
こ

　
　
と
〇

　
五
　
前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
。

2
靖
国
神
社
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
内

　
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
第
一
条
の

　
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行

　
な
う
こ
と
が
で
き
る
・

　
（
業
務
方
法
書
）

第
二
十
三
条
　
靖
国
神
社
は
、
業
務
開
始
の

　
際
、
業
務
方
法
書
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大

　
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ

　
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と

　
す
る
。

2
　
前
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

　
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

　
（
規
程
）

第
二
十
四
条
　
靖
国
神
社
は
、
そ
の
業
務
の
運

　
営
及
び
執
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

　
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
、

・
規
程
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
変

　
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
五
章
　
財
務
及
び
会
計

　
（
会
計
年
度
）

第
二
十
五
条
　
靖
国
神
社
の
会
計
年
度
は
、
毎

　
年
四
月
一
日
差
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一

　
日
に
終
わ
る
。

　
（
予
算
等
の
認
可
）

第
二
十
六
条
　
靖
国
神
社
は
、
毎
会
計
年
度
、

　
収
支
予
算
及
び
業
務
計
画
を
作
成
し
、
当
該

　
会
計
年
度
の
開
始
前
に
、
内
閣
総
理
大
臣
の

　
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
に

　
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

　
同
様
と
す
る
。

　
（
決
算
）

第
二
十
七
条
　
靖
国
神
社
は
、
毎
会
計
年
度
の

　
決
算
を
翌
年
度
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
完

　
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
財
算
目
録
等
）

第
二
十
八
条
　
靖
国
神
社
は
、
毎
会
計
年
度
、

　
財
産
目
録
を
作
成
し
、
こ
れ
に
予
算
の
区
分

　
に
従
い
作
成
し
た
決
算
報
告
書
を
添
え
、
監

　
事
の
意
見
を
つ
け
て
、
決
算
完
結
後
一
月
以

　
内
に
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認

　
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
余
裕
金
の
運
用
）

第
二
十
九
条
　
靖
国
神
社
は
、
次
の
方
法
に
よ

　
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
業
務
上
の
余
裕
金
を

　
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
国
債
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す

　
　
る
有
価
証
券
の
取
得

　
二
　
銀
行
へ
の
預
金
又
は
郵
便
貯
金

　
（
借
入
金
）

第
三
十
条
　
靖
国
神
社
は
、
借
入
金
（
当
該
会

　
計
年
度
内
の
収
入
で
償
還
す
る
一
時
の
借
入

　
金
を
除
く
）
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
内

　
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
へ
財
産
の
管
理
及
び
処
分
等
）

第
三
十
一
条
　
靖
国
神
社
は
、
規
程
の
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
財
産
を
特
殊
財
産
、

　
基
本
財
産
及
び
普
通
財
産
に
区
分
し
、
そ
の

　
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
靖
国
神
社
は
、
前
項
の
財
産
の
う
ち
総
理

　
府
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
交

　
憂
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き

　
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
（
経
費
の
負
担
等
）

第
三
十
二
条
　
国
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
二
十

　
二
条
第
一
項
の
業
務
に
要
す
る
経
費
の
一
部

　
を
負
担
す
る
。

2
　
国
は
、
靖
国
神
社
に
対
し
、
政
令
で
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い

　
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
に
要
す
る

　
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
地
方
公
共
団
体
は
、
靖
国
神
社
に
対
し
、

　
第
二
十
二
条
の
業
務
に
要
す
る
経
費
の
一
部

　
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
総
理
府
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
三
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の

　
ほ
か
、
靖
国
神
社
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し

　
必
要
な
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

第
六
章
監
督

第
三
十
四
条
　
靖
国
神
社
は
、
内
閣
総
理
大
臣

　
が
監
督
す
る
。

2
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す

　
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
靖

　
国
神
社
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
に
関
し
監
督

　
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
報
告
及
び
検
査
）

第
三
十
五
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律

　
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

　
き
は
、
靖
国
神
社
に
対
し
て
そ
の
業
務
に
関

　
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
靖
国
神

　
社
の
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
に
立
ち
入
り
、

　
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他

　
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査
を

　
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
朋
書

　
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限

　
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
七
章
雑
　
　
則

　
（
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
）

第
三
十
六
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
場
合

　
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
と
協
議
し

　
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
笛
川
二
十
六
条
、
第
三
十
条
η
入
は
第
一
二
十

　
　
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
ょ

－
　
う
と
す
る
と
き
Q

　
二
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し

　
　
よ
う
と
す
る
と
き
。

　
三
　
第
二
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指

　
　
定
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

　
四
　
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
総
理
府
令

　
　
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

　
　
　
第
八
章
　
罰
　
　
則

　
（
罰
則
）

第
三
十
七
条
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

　
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、

『
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若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

し
た
靖
国
神
社
の
役
員
又
は
職
員
は
三
万
円

　
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
八
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

　
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
靖
国
神
社

　
の
役
員
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る

　
一
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大

　
　
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
又
は

　
　
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

　
二
　
第
七
条
第
一
項
の
政
令
の
規
定
に
違
反

　
　
し
て
登
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

　
三
　
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の

　
　
業
務
を
行
な
っ
た
と
き
。

　
四
　
第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務

　
　
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

　
五
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
内

　
　
閣
総
理
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
十
九
条
　
第
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

　
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附
　
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
す
る
。

　
（
靖
国
神
社
の
設
立
）

第
二
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
靖
国
神
社
の
理

　
事
長
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
す
る

2
　
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
指
名
さ
れ

　
た
者
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け

　
て
、
靖
国
神
社
の
理
事
と
な
る
べ
き
者
を
指

　
輸
す
る
。

第
三
条
　
理
事
長
及
び
理
事
と
な
る
べ
き
者
と

　
し
て
指
名
さ
れ
た
者
は
、
靖
国
神
社
を
設
立

　
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務
を
処
理
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
東
京
都

　
千
代
田
区
九
段
北
三
丁
目
一
番
一
号
に
事
務

　
所
を
有
す
る
宗
教
法
人
靖
国
神
社
（
以
下

　
「
宗
教
法
人
靖
国
神
社
」
と
い
う
。
）
は
、

　
理
事
長
及
び
理
事
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
指

　
名
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
靖
国
神
社
に
お
い

　
て
宗
教
法
人
靖
国
神
社
の
一
切
の
権
利
及
び

　
義
務
を
承
継
す
べ
き
旨
を
串
し
出
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

2
　
前
項
の
申
出
は
、
宗
教
法
人
靖
国
神
社
規

　
則
に
定
め
る
不
動
産
又
は
財
産
目
録
に
掲
げ

　
る
宝
物
を
処
分
す
る
場
合
の
手
続
の
例
に
よ

　
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
理
事
長
及
び
理
事
と
な
る
べ
き
者
と

　
し
て
指
名
さ
れ
た
老
は
、
前
条
第
一
項
の
規

　
定
に
よ
る
串
出
が
あ
っ
た
時
は
、
遅
滞
な

　
く
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
串
請
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が

　
あ
っ
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
靖
国

　
神
社
の
儀
式
行
事
等
の
大
綱
に
つ
い
て
、
靖

　
国
神
社
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い

　
う
。
）
に
諮
問
し
て
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
審
議
会
は
、
総
理
府
に
置
く
。

2
　
審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応

　
じ
て
、
靖
国
神
社
の
儀
式
行
事
等
の
大
綱
に

　
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

3
　
審
議
会
は
、
会
長
及
び
委
員
十
二
人
以
内

を
も
っ
て
組
織
す
る
。

4
　
会
長
及
び
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者

　
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

　
る
。
5
　
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
審
議
会
か
ら
答

串
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
長
及
び
委
員
は
、

　
そ
の
任
務
を
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

6
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会

　
に
関
し
必
要
な
事
項
ば
、
政
令
で
定
め
る
。

第
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
附
則
第
六
条
の

　
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
理
事
長

　
及
び
理
事
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
指
名
さ
れ

　
た
者
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も

　
は
、
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ

　
い
て
認
可
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
指
名

　
さ
れ
た
者
は
、
附
則
第
五
条
の
認
可
が
あ
り

　
か
つ
、
靖
国
神
社
の
設
立
の
準
備
が
完
了
し

　
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
政
令
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
、
設
立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
靖
国
神
社
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

　
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す

　
る
。

第
十
一
条
理
事
長
、
理
事
又
は
監
事
と
な
る

　
べ
き
者
と
し
て
指
名
さ
れ
た
者
は
、
靖
国
神

　
社
の
成
立
の
時
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規

　
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
、
理
事
又
は

　
監
事
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
　
宗
教
法
人
靖
国
神
社
の
一
切
の
権

　
利
及
び
義
務
は
、
靖
国
神
社
の
成
立
の
時
に

　
お
い
て
靖
国
神
社
に
承
継
さ
れ
る
も
の
と
し

　
宗
教
法
人
靖
国
神
社
は
、
そ
の
時
に
お
い
て

　
解
散
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
他
の
法
令
中
法
人
の
解
散
及
び
清
算

　
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
宗
教
法
人
靖
国
神
社

が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
に

　
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
（
経
過
規
定
）

第
十
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宗
教

　
法
人
靖
国
神
社
が
解
散
し
た
時
に
お
い
て
宗

　
教
法
人
靖
国
神
社
に
堅
陣
さ
れ
て
い
た
人
々

　
は
、
第
三
条
の
手
続
を
要
し
な
い
で
、
靖
国

　
神
社
の
成
立
の
時
に
お
い
て
同
条
に
よ
り
決

　
定
さ
れ
た
戦
没
老
等
と
す
る
。

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
靖
国

　
神
社
と
い
う
名
称
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
名

　
称
を
使
用
し
て
い
る
老
に
つ
い
て
は
、
第
八

　
条
の
規
定
は
、
靖
国
神
社
の
成
立
の
日
か
ら

　
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
適

　
曝
し
な
い
。

第
十
五
条
　
靖
国
神
社
の
最
初
の
会
計
年
度
は

　
第
二
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
靖
国

　
神
社
の
成
立
の
日
に
始
ま
り
、
そ
の
成
立
の

　
日
以
後
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
も

　
の
と
す
る
。

第
十
六
条
　
靖
国
神
社
の
最
初
の
会
計
年
度
の

　
収
支
予
算
及
び
業
務
計
画
に
つ
い
て
は
、
第

　
二
十
六
条
中
「
当
該
会
計
年
度
の
開
始
前

　
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
靖
国
神
社
の
成
立
後

　
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

第
十
七
条
　
附
則
第
十
二
条
町
一
項
の
規
定
に

　
よ
り
靖
国
神
社
が
権
利
を
承
継
す
る
場
合
に

　
お
け
る
当
該
承
継
に
係
る
不
動
産
又
は
自
動

　
車
の
取
得
に
つ
い
て
は
不
動
産
販
得
税
又
は

一7｝
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自
動
車
重
重
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
（
他
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
　
総
理
府
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年

　
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
条
第
十
六
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号

　
を
加
え
る
。

　
　
十
六
の
四
　
靖
国
神
社
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
第
十
五
条
第
一
項
の
表
中
消
費
者
保
護
会

　
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

靖
国
神
社

審
議
会

靖
国
神
社
法
（
昭
和

年
法
律
第
　
　
号
）
附
則

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ

た
事
項
を
行
な
う
こ
と
。

昭和46年3月1日

第
十
九
条
　
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

　
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　
る
。

　
　
別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
野
菜
生
産
出
荷

　
安
定
資
金
協
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

　
え
る
。

靖
国
神
社

靖
国
神
社
法
（
昭
和

年
法
律
第
　
　
号
）

二
十
条
　
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。　
別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
水
産
資
源
開
発

公
団
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

靖
国
靖
社

靖
国
神
社
法
（
昭
和

年
法
律
第
　
　
号
）

第
二
十
一
条
印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

　
二
十
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
正
す
る
。

　
　
別
表
第
二
中
木
船
相
互
保
険
組
合
の
項
の

　
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

靖
国
神
社

靖
国
神
社
法
（
昭
和

年
法
律
第
　
　
号
）

第
二
十
二
条
　
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二

　
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
二
中
水
資
源
開
発
公
団
の
項
の
次

　
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
日
本
育
英
会
」
を
「
靖
国
神
社
、
日
本
育

英
会
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
十
一
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
十
二
　
靖
国
神
社
が
靖
国
神
社
法
（
昭

　
　
和
　
年
法
律
第
　
　
号
）
第
二
十
二
条

　
　
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す

　
　
る
不
動
産

　
第
二
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
農

地
開
発
機
械
公
団
」
の
下
に
、
「
靖
国
神

社
」
を
加
え
る
。

　
第
三
百
四
十
八
条
第
二
二
三
二
十
八
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
十
九
　
靖
国
神
社
が
靖
国
神
社
法
第
二

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供

す
る
固
定
資
産

靖
国
神
社

靖
国
神
社
法
（
昭
和

年
法
律
第
　
　
号
）

第
二
十
三
条
地
方
税

　
法
（
昭
和
二
十
五
年

　
法
律
第
二
百
二
十
六

　
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
五
条
第
一

　
項
第
一
号
中
「
農
地

　
開
発
機
械
公
団
」
の

下
に
、
「
靖
国
神

社
」
を
加
え
る
。

　
　
第
七
十
二
条
の
四

第
一
項
第
三
号
中

妻
團
大
廉
棄
売
藝
希
望
の
方
に
も
応
じ
謡

　
　
難
脚
慧
難
論
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募
）
瞬

間
．
鱗
人
（
香
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第
十
九
回
全
日
仏
徒
会
議

今
秋
四
国
高
松
市
で
開
催

　
第
十
八
回
仏
教
徒
会
議
新
潟
大
会
後
、
昭
和

四
十
六
年
度
に
開
催
す
る
第
十
九
回
の
仏
教
徒

会
議
は
、
そ
の
後
各
方
面
と
接
衝
を
つ
づ
け
て

き
た
が
、
こ
の
た
び
内
定
し
た
。

　
第
十
九
回
は
、
四
国
香
川
県
高
松
市
を
主
た

る
開
催
地
と
し
、
四
国
四
県
仏
教
会
が
一
致
し

て
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
開
催
日
時
は
、
十
月
七
八
の
両
日
で
長
岡
市

で
開
か
れ
た
日
時
と
同
じ
で
あ
る
。

　
全
仏
で
は
そ
の
準
備
の
為
に
、
き
め
こ
ま
か

な
現
地
と
の
打
合
せ
を
す
る
ほ
か
、
お
ま
ち
う

け
態
勢
の
一
環
と
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
、
全
仏

講
習
会
等
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
近
く

慧獣驚晒撫澱轟醗一難

常
務
理
事
会
で
正
式
に
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

　
四
国
四
県
仏
教
会
の
現
況
は
、
必
ず
し
も
活

発
な
運
動
と
は
云
わ
な
い
ま
で
も
、
真
言
各
宗

寺
院
が
多
く
、
真
宗
興
正
派
も
多
い
、
総
寺
院

数
は
三
千
四
百
ケ
寺
、
今
後
の
発
展
が
期
待
さ

れ
る
。

花
ま
つ
り
ポ
ス
タ
ー

全
国
へ
配
布

全
一
仏
教
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
云
え
る

「
花
ま
つ
り
」
は
全
国
各
地
で
盛
り
上
り
を
み

せ
て
い
る
が
、
東
京
都
仏
教
連
合
会
で
は
、
更

に
国
民
情
操
運
動
の
一
環
に
ま
で
と
念
願
し
て

現
代
的
な
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
努
力
じ
て
き
た

が
、
こ
の
ほ
ど
完
成
し
、
全
仏
を
通
し
て
全
国

加
盟
道
府
県
仏
教
会
に
贈
呈
し
、
花
ま
つ
り
の

活
発
化
を
助
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ポ
ス
タ
ー
は
カ
ラ
フ
ル
な
色
彩
に
荘
厳
昧
を

加
え
た
見
事
な
も
の
で
あ
る
。

第
十
五
回

四
仏
中
央
講
習
会
開
催

　
第
十
五
回
全
仏
中
央
講
習
会
は
、
去
る
二
月

十
三
日
東
京
本
願
寺
大
谷
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ

た
。
受
付
開
始
の
九
時
に
は
、
折
悪
し
く
一
面

の
降
雪
で
出
足
が
悪
か
っ
た
が
、
東
京
都
仏
教

連
合
会
の
各
地
区
仏
教
会
か
ら
の
参
加
が
多
く

約
二
百
名
近
い
受
講
者
が
あ
っ
た
。

　
九
時
半
開
講
式
は
、
真
宗
大
谷
派
東
京
別
院

輪
番
伊
藤
哲
雄
師
の
主
唱
に
よ
り
三
飯
羅
文
の

唱
和
が
あ
り
、
白
幡
文
化
局
長
の
開
講
の
辞
、

郡
司
東
灘
事
務
局
長
の
あ
い
さ
つ
、
稲
田
理
事

長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
て
直
ち
に
講
演
に
移

り
、
先
ず
早
稲
田
大
学
教
授
女
学
博
士
仁
戸
田

六
三
郎
先
生
の
、
将
来
の
仏
教
の
課
題
一
現
代

の
世
相
を
通
し
て
一
の
講
述
が
あ
っ
た
。

　
午
後
、
外
か
ら
眺
め
た
日
本
人
と
題
し
て
、

元
全
仏
国
際
主
事
、
近
竜
寺
住
職
松
涛
弘
道
師

の
滞
米
十
一
年
に
わ
た
る
経
験
に
基
え
た
講
演

が
あ
り
、
国
会
開
会
中
の
繁
忙
の
な
か
を
、
特

に
出
講
さ
れ
た
防
衛
庁
長
官
衆
議
院
議
員
、
中

曽
根
康
弘
先
生
の
時
事
問
題
に
つ
い
て
の
講
述

は
聴
衆
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
た
。

　
全
仏
で
は
こ
の
中
央
講
習
会
の
講
演
を
収
録

し
て
製
本
の
う
え
、
頒
布
す
る
。

｛（馳倫含

土教のあけぼの＝一
みに限り出版します。

巻一時払80，000円／申込期限／昭和
内容見：本進呈※

発売中・第二巻5月配本・第三巻6

大学浄土学研究室・右記発売元又は
下さい。

★おわび＝解説・執筆者塚本善隆先

生O病気の為2回配本が遅延いたし
ましたことを、ご購読者各位に深く
おわび申し上げます。

発行所罷縫黎瀟

総発売元山野戦仏書林
東京都文京区本郷5－28－4東大赤門

前TE：LO3－811－5361振替東
京1900

　　富一日本仏教の成果　浄土教のあけ
●予約申込規定　全四十二巻予約申込者のみに限り出版しま

●定価各巻2，000円／特価全四十二巻一時払80，000FI≡
　　　　　　　45年7月末日　　　　※内容見：本進呈※
●刊行　；期日　昭和45年4月第一巻好評発売中・第二巻5
　　　　　　　月配本・毎月一冊刊行
●御申込みは大正大学浄土学研究室・仏教大学浄土学研究室
お近くの書店か浄土宗宗務支所にお串込み下さい。
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パ
キ
ス
タ
ン
大
災
害
救
援
金

感
謝
録

　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
二
十
五
日
現
在
受
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
次
分
（
敬
称
略
）

一
金
五
万
五
百
円
也
　
東
京
都
仏
教
連
合
会

　
　
（
第
九
回
分
）

一
金
五
万
円
也
　
神
奈
川
県
仏
教
会

一
金
八
千
円
也
　
武
蔵
野
女
子
大
学
雪
香
寮

　
　
寮
生
一
同

一
金
十
二
万
三
千
三
百
円
也
　
東
京
都
仏
教

　
　
連
合
会
（
第
十
回
分
）

一
金
八
十
五
万
円
也
　
高
野
山
真
言
宗
宗
務

　
　
所

募
金
総
累
計

一
金
四
百
七
十
七
万
九
千
九
十
八
円
也

…
．
●
．

事
務
局
報
毎
、
…

　
全
仏
制
度
調
査
委
員
会
は
発
足
以
来
し
ば
し

ば
開
催
さ
れ
て
き
た
が
去
る
十
七
日
の
委
員
会

で
小
委
員
を
あ
げ
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。　
今
ま
で
に
、
寄
附
行
為
全
般
に
わ
た
り
意
見

の
発
表
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
六
月
に
答
申
を

す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
細
部
に
わ

た
る
審
議
に
き
り
か
え
ら
れ
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
小
委
員
は
、
田
中
亮
三
、
藤
田
説
量
、
丸

山
日
雄
、
真
渓
義
貫
、
別
所
弘
前
、
郡
司
博

道
、
伊
藤
勝
淳
の
七
口
で
、
随
時
会
合
を
す
る

が
小
委
員
会
の
第
一
回
は
三
月
四
日
に
開
か
れ

る
。

昭
和
四
十
六
年
三
月
一
日
発
行

三
月
号
第
一
六
五
号

異
動
お
知
ら
せ

　
　
管
長
改
名

顕
本
法
華
宗

管
長
・
土
屋
日
宏
に
改
名
。
（
旧
名
土
屋
信
玄
）

　
　
内
局
交
替

曹
洞
宗
金
言
庁
（
一
月
八
日
付
）

宗
務
総
長

参
　
　
議

参
　
　
議

総
務
部
長

教
化
部
長

財
政
部
長

教
学
部
長

社
会
部
長

秘
書
室
長

企
画
室
長

山
田
義
道

福
山
忍
裳

宮
前
鳳
洲

朽
木
正
己

金
子
宗
一

若
山
運
法

岡
田
己
成

阿
部
博
邦

山
崎
秀
明

田
中
亮
三

日
蓮
宗
々
務
院
（
一
月
十
六
日
付
）

宗
務
総
長

総
務
部
長

庶
務
部
長

教
務
部
長

伝
道
部
長

財
務
部
長

護
法
運
動
本

部
事
務
局
長

慶
三
会
勧
財

部
長

渡
辺
公
允

三
井
宣
雄

山
口
寿
雄

丸
山
日
雄

長
谷
川
正
徳

松
井
義
海

栗
原
正
隆

山
本
玄
英

　
　
県
仏
事
務
所
移
転

奈
良
県
仏
教
会

　
奈
良
市
雑
司
町
　
東
大
寺
北
林
院
内

発
行
人
俳
　
藤
哲
雄

よ星

悼

　
大
谷
賛
雄
氏
（
参
議
院
議
員
）

　
旧
騰
十
二
月
二
十
三
日
逝
去
七
十
歳

　
氏
は
全
仏
参
与
と
し
て
農
地
補
償
等
の
権
益

問
題
を
は
じ
め
農
林
政
務
次
官
と
し
て
多
大
の

貢
献
が
あ
っ
た
が
ベ
ト
ナ
ム
問
題
に
も
販
り
組

ん
で
活
躍
さ
れ
た
。
当
選
三
回

　
即
真
　
周
湛
師
（
前
天
台
座
主
）

　
二
月
十
五
日
逝
去
八
十
二
歳

　
師
は
昭
和
三
十
四
年
、
天
台
座
主
と
な
り
、

全
仏
副
会
長
に
推
戴
さ
れ
た
、
師
は
天
台
宗
徒

の
み
な
ら
ず
、
生
仏
さ
ま
と
し
て
信
仰
を
あ
つ

め
た
持
戒
堅
固
の
清
浄
行
者
で
あ
ら
れ
た
。

　
本
葬
は
三
月
十
三
日
執
行
さ
れ
る

　
安
藤
　
寿
雄
師
（
前
新
潟
県
仏
教
会
長
）

　
一
月
七
日
逝
去

　
師
は
全
仏
が
法
人
設
立
以
来
理
事
と
し
て
十

余
年
間
就
任
さ
れ
た
、
大
谷
派
の
宗
機
顧
問
、

布
教
面
の
活
躍
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　
病
気
の
た
め
第
十
八
回
全
仏
会
議
新
潟
大
会

の
直
前
に
退
任
さ
れ
た
。

　
本
葬
は
二
月
二
十
四
日
自
坊
で
営
ま
れ
た
。

△

編
集
四
白
　
幡
　
憲
佑

△

△

△

あなためおそばに

全．国200余店海外2店・2駐在員事務所

30年のあゆみを
これからの
ひろがる世界と
日々に生かします

創立30周年

　創業94年

発
行
所
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

東
京
都
台
東
区
西
浅
草
一
一
五
－
五
（
東
京
本
願
寺
内
ノ
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